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熊本県告示第１１０１号 
  障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により指定自立
支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第６９条の規定により公示する。 
    平成２１年１２月１５日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁  夫    
 （精神通院医療） 

 

   医療機関の名称及び所在地 

 

 

   指定年月日 

 

医療機関コード

健軍本町薬局 

熊本市健軍本町１１番８号 

平成２１年１２月１日 ０１４７２０８

 
 
熊本県告示第１１０２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年１２月１５日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

安穏の里居宅介護支援事業所 

鹿本郡植木町大字滴水２１２ 

株式会社藤院 平成２１年１２月４日

 
 
熊本県告示第１１０３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１２月１５日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１２月１５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

第１１８６７号 

平成 21 年 12 月 15 日(火)

（毎週 火･金発行） 
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前

 11.6  

  ～ 

 12.0 

 

 45.4 

主要地方道 玉名立花

線 

玉名郡和水町津田字下津留 

    １５７４番１地先から 

同所 

    １５７４番１地先まで  

後

 11.2 

  ～ 

 11.6 

 

 45.4 

廃道 

２ 区域を変更する期日 平成２１年１２月１５日 
 

 
熊本県告示第１１０４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１２月１５日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１２月１５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般国道 ２６６号 上益城郡嘉島町大字上島字同尻 

          ２１４０番１地先から 

同所 

          ２１２６番３地先まで 

    94.0 地基創

改（改

築によ

る拡幅）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１２月１５日 
 

 
熊本県告示第１１０５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１２月１５日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１２月１５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般国道   ４４３号   下益城郡美里町岩野字巣喰谷 

          １７６７番地先から 

同所 

          １７７２番地先まで 

    97.6 地基創

改（改

築に伴

う拡幅）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１２月１５日 
 

 
熊本県告示第１１０６号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１２月１５日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス優癒 

菊池市七城町砂田２４９ 

優癒合同会社 平成２１年１２月１０

日 
 

 
熊本県告示第１１０７号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年１２月１５日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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  （介護予防通所介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス優癒 

菊池市七城町砂田２４９ 

優癒合同会社 平成２１年１２月１０

日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第６６４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１２月１５日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市須屋字過怠松２６９６番４０ 
２１３．３５平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
合志市御代志１７３０番地 
松野 恒生 

 
 
熊本県公告第６６５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１２月１５日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  合志市豊岡字上屋敷２４２６番の一部、同２４２７番１、同２４２８番１、同２４２

９番、同２４３０番１、同２４３１番１、同２４３２番、同２４３３番１、同２４３４
番１、同２４３５番１、同２４３５番２、同２４９２番、同２４９３番、同２４９４番、
同２４９５番、同２４９６番１並びに里道及び水路 

  １９，０２９．６９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  熊本市飛田一丁目９番２０号 
  吉弘鋼材株式会社 
 
 
 
 
 
熊本県都市計画審議会公告第１号 
 第１３４回熊本県都市計画審議会を次のとおり開催します。 
  平成２１年１２月１５日 
                          熊本県都市計画審議会 
                           会長 両 角 光 男    
１ 開催日時 
  平成２１年１２月２２日（火） 
  午前９時３０分から 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟新館２階 多目的A V会議室 
３ 案件 
  【審議】 

（１） 建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく産業廃棄物処理施設の位置の件 
【熊本都市計画区域（合志市）：がれき類破砕施設】 

（２） 熊本都市計画事業菊陽第二土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見
書の件（菊陽町） 

（３） 人吉都市計画道路の変更の件（大臣同意あり） 
【中林蟹作線ほか３路線：人吉市】 

（４） 人吉都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
【下林柳瀬線ほか７路線：人吉市】 

（５） 本渡都市計画道路の変更の件（大臣同意あり） 
【井手の原亀川線ほか２路線：天草市】 

（６） 本渡都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
【馬場大矢崎線、本渡港山口線：天草市】 

 公  告 

 登載依頼 
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（７） 牛深都市計画道路の変更の件（大臣同意あり） 
【中央幹線、真浦古久玉線：天草市】 

（８） 牛深都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
【鬼塚牛深港線：天草市】 

（９） 熊本都市計画緑地の変更の件（神園山小山山緑地：熊本市） 
（10）八代都市計画区域及び鏡都市計画区域の変更の件（八代市） 
（11）八代都市計画及び鏡都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 
  の変更の件（八代市） 
（12）八代都市計画道路及び鏡都市計画道路の変更の件（大臣同意あり） 
   【八代日奈久道路線：八代市】 
（13）八代都市計画道路及び鏡都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
   【八代臨港線ほか１０路線：八代市】 
（14）八代都市計画公園及び鏡都市計画公園の変更の件（県南運動公園：八代市） 
（15）松橋不知火都市計画区域及び小川都市計画区域の変更の件（宇城市） 
（16）松橋不知火都市計画及び小川都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」の変更の件 
（17）松橋不知火都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
   【曲野両仲間線ほか６路線：宇城市】 
（18）松橋不知火都市計画公園の変更の件（岡岳公園：宇城市） 
（19）鏡都市計画及び小川都市計画下水道の変更の件（八代北部流域下水道：八代

市、宇城市） 
４ 傍聴者の定員 
  ２０人 
５ 傍聴手続 

（１） 傍聴を希望される方には、審議会開会の１時間前から１０分前までに、受付にて
整理券を配布します。 

（２） （１）において配布した整理券を持って、審議会開会１０分前に受付に集合して
ください。 

（３） 傍聴を希望される方の総数が傍聴者の定員を超える場合は、抽選により傍聴者を
決定します。 

（４） 傍聴を認められた方は、受付において氏名及び住所を記入し、係員の指示に従い 
   会場に入室することができます。 
６ 傍聴するにあたっての守るべき事項 
  傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 

（１） 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対 
  の意向等を意志表明することはできません。 
（２） はり紙、旗、プラカードの提出、はち巻、腕章の類を身につける等示威的行為 
  はできません。 
（３） 会場内での飲食はできません。 
（４） 会場において、写真撮影、録画、録音等はできません。 
（５） 会場内で携帯電話等の通信機器を使用することはできません。 
（６） その他会議開催中の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。 
※ 上記のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。 
※ 傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、退場していただく場合

があります。 
７ 非公開の案件 
  今回の審議会では「３ 案件」のうち、【審議】（１）から（２）については、「審 
 議会等の会議の公開に関する指針第３公開の基準」ア又はイに該当するため非公開とし、 
 傍聴はできません。 
  他の案件については、公開としますが、公開の案件の審議中であっても、「審議会等

の会議の公開に関する指針」第３公開の基準に該当する場合に至ったときには、会長の
判断により公開、非公開の別を決定することとしています。 

８ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県都市計画審議会事務局（熊本県土木部都市計画課計画調整係） 
  電話番号：０９６－３３３－２５２０ 
 


